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○資 料 
 

・「総合的な放課後対策推進のための調査研究」実施委託要綱 
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・委託契約書 
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・実行委員会設置要綱 
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・実行委員会名簿 
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・運営委員会設置要綱 
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・運営委員会名簿 
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・安全管理マニュアル

 
 

 

 

 

 

 

雲南市文化体育施設利用放課後子ども教室 

安全管理マニュアル 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年７月 

 

  雲南市文化体育施設利用放課後子ども教室実行委員会 
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 本マニュアルは、雲南市文化体育施設利用放課後子ども教室の行事・催事等に参

加する子どもたちの安全管理を主体としたマニュアルであり、基本的事項となるもの

を記述しております。 

 主催者はもとよりすべての関係者が、あらかじめ認識してください。 

 

 

■ 予防に関すること 

（１）参加者（子ども）の配慮 ・ 把握 

 

・ 参加する子ともたちとプログラム内容の適切性、注意点などについて、事前に

職員間で共通認識を持つとともにプログラム実施中における事故等の未然防

止の体制を整えておく。 

 

・ 参加する子どもたちの健康状態については、必要な個人情報に配慮して、保

護者からの連絡カード等による連絡や本人からの申し出により把握しておく。 

 

・ 緊急時等における保護者との即時連絡ができる連絡先を出来る限り把握して

おく。 

 

（２）子どもたちへの指導 

 

・ 道具等（はさみ、カッター、ナイフ、のこぎりなど）の工具、電気器具の使用に

あたっては、正しい持ち方、使い方や扱い方、他人への渡し方などについて、

適宜指導する。 

 

・ プログラム内容や天候に適した服装、着替えの必要性など適宜指導する。 

 

・ プログラム実施中に体の調子が悪くなった場合には、我慢せずに申し出るよ

うに指導する。 

 

・ 安全な行動を促すため、自分が何をするのかを理解させ、指導する職員等の

注意を十分に聞き行動すること。仲間と悪ふざけを避け、自分自身で安全を

考えた行動をすることを認識させ、行動するように適宜指導する。 
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■ 対処に関すること 

 

（１）急病・傷害発生時の対処 

 

・ 事故が発生した場合は、迅速な対応が行えるように普段から職員等が共通

理解を持ち、体制を整えておく。 

 

（手 順） 

 

① 傷害発生時には、直ちに応急手当を実施すると同時に他の職員等に連絡をとる。 

 

② 怪我の状態や程度により医療機関を受診させる必要性の有無を判断し、必要な

らば 119 番救急車を要請する。 

 

 

③ 負傷者を搬送した後は、速やかに医療機関の所在地、連絡先を把握し、保護者

に連絡をとる。 

 

 

 

 

（２）事故の状況確認と記録 

 

・ 事故発生時には、発生時刻、発生状況、応急手当実施の有無とその内容を、

時間経過を追って記録しておく。 

 

・ 保護者が医療機関に同行しなかった場合は、受診先の医療機関名、診療科

目、担当医師名、怪我の程度の説明や処置内容、帰宅後の処置の必要性の

有無とその方法、薬の服用の有無と飲ませ方、次回受診の必要性の有無と

日時等を保護者に報告する。 

同時に事故発生時の状況を正確に関係機関に報告し、事故報告書を作成し、

整理しておく。 
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■警察・救急・医療機関等連絡先 

  

・ 事故発生時に受診が可能な医療機関の所在地、診療科、診療時間帯、電話

番号等を事前に確認し、把握しておく。 

○ 警察署等 

雲南警察署  ４２－０１１０ 

加茂駐在所  ４９－７０３７ 

大東駐在所  ４３－２４００ 

三刀屋駐在所 ４５－２２１０  

     

○ 消防署 

消防本部    ４０－０１１９ 

 

○ 病院・診療所 

雲南総合病院    ４３－２３９０ 

平成記念病院    ４５－５１１１ 

はまもと内科クリニック ４３－９１７４ 

県立中央病院     ０８５３－２２－５１１１ 

島大付属病院     ０８５３－２３－２１１１ 

出雲市休日診療所  ０８５３－２２－５５４３ 

 

 

■ その他（不審者の侵入、災害等の発生時の対応） 

 

（１） 不審者の侵入の対処 

・ 施設内への不審者の侵入情報を入手した場合は、子どもの安全を最優先に

行動し、ただちに安全管理人をはじめ施設職員や関係者等に連絡して、協力

を求めつつ安全な場所に避難させる。 

 

・ 子どもたちの安全確認を迅速かつ確実に行うため、参加者を常時把握してお

く。 

 

・ 子どもたちは、不審者と遭遇した場合の対処として、大声を出す、逃げるなど 

とっさの行動の仕方についても理解させておく。 
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（２） 災害等の発生時の対処 

 

・ 災害等が発生した場合は、子どもたちを落ち着けさせ、災害等に応じた避難

誘導を行う。 

 

・ 災害等発生後、子どもたちを帰宅させる場合は天候や道路、交通機関の状  

況を考慮して判断する。 

 

 

 

 

      事故・・・・・・ 

     あわてずにーーー冷静に行動を 

 

     「報（告）・ 連（絡）・ 相（談）」を忘れずに 
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